
0 80 351 △271

15 02 03 01 05 00 健康増進事業費補助金 976 966 964 2

差引一般財源 2,195 1,571 2,035 △464

　　　様式第２号(事業別概要) No.

款 大事業

項 中事業

目 担当所属

予算種別 補助/単独 事業区分
前年度

増減額
前々年度 5年間計画額

当初予算額 決算額

実施計画

本年度事業費 (歳　入) (歳　出) 財源内訳 一般財源

本年度当初要求額 本年度当初要求額

本年度当初査定額 本年度当初査定額

＜事業に関する説明＞

（事業の概要） （事業の目的） （事業の効果）

（事業実施上の問題点） （前年度からの見直し点） （見積についての特記事項）

節 本年度 前年度 増減額

特
定
財
源

款 項 目 節
細
節

細
々
節

歳入特定財源科目名称 本年度 本年度 前年度 増減額
当初査定額 当初予算額 要求額 査定額 予算額

平成２４年度  一般会計 予算内示 事業別概要書（当初）
4. 衛生費 2. 成人保健推進事業

1. 保健衛生費

2. 保健衛生費 健康増進課

（佐倉市）　　

0

平成24年度 0

経常 補助 3,350 △99 0
平成25年度 0

平成26年度 0

平成27年度 0

平成28年度 0

県支出金

1,056 3,251 1,056 2,195

1,046 2,617 1,046 1,571

　健康教育・健康相談・訪問指導を行い、市民が健康の 成人保健事業推進のための経費 　市民が健康的な生活習慣について理解し、実践するこ

増進に努めることができるように支援します。また、食生活改善推進員 とで自らの健康の増進が図られます。また、食生活改善推進員による地

による地域での改善活動により、栄養・食生活に関する知識の普及を図 域での改善活動により、栄養・食生活に関する知識の普及が図られます

ります。 。心の健康に関する支援体制を整備することで、心の健康の増進が図ら

　心の健康づくりのために相談や支援できる体制を整備します。 れます。

　 　生活習慣病予防の観点から、市民が健康的な生

活習慣を理解し、健康増進に努めるためには、健康づくりに関する正し

い知識の普及や地域で継続して健康づくりに取り組める仕組みが必要で

す。

07 146 630 △484

08 1,135 1,125 10

09 80 80 0

11 1,050 1,228 △178

12 138 13 125

18 21 229 △208

19 47 45 2

15 02 03 01 04 00 地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金 8


